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埼玉県スマート自治体推進会議 ＡＩ等新技術検討専門部会 

音声テキスト化共同利用サービス公募型企画提案競技 実施要領 

 

 

１ 趣旨 

埼玉県では、ＩＣＴ技術等を利活用した「スマート自治体」の実現に向けて、県と県

内市町村で構成する埼玉県スマート自治体推進会議（以下「推進会議」という。）を設置

している。 

また、推進会議の下部組織として、ＡＩ等新技術の活用により業務効率化や働き方改

革を推進するため、ＡＩ等新技術検討専門部会（以下「専門部会」という。）を設置して

おり、音声テキスト化サービスやＡＩ－ＯＣＲサービスの共同利用に向けた検討を行っ

ている。 

この公募型企画提案競技は、音声テキスト化サービスの共同利用に参加する市町村（以

下「参加団体」という。）向けに、単独導入と比較してメリットのある企画提案（以下「提

案書」という。）を公募するとともに、提案書についてコスト面やサービス面など総合的

に評価し、共同利用するサービスを選定するものである。 

 

２ 提案の審査及び契約方法 

公募により、一定の参加資格を有する者から提案を受け、専門部会においてプレゼン

テーション審査又は書面審査を行い、最も高い評価を得た者を契約先最終候補者として

選定する。 

契約先最終候補者は、専門部会と協議を行い契約内容を調整した上で、各参加団体と

個別に契約を締結する。 

 

３ 公募するサービス内容等 

（１）サービス名 

音声テキスト化共同利用サービス 

（２）サービス利用期間 

原則として、令和３年６月１日から令和４年３月３１日までとする。 

なお、参加団体の希望により、利用開始時期が前後する場合があるため、参加団体

との個別調整により柔軟に対応すること。また、利用期間の途中で新たな団体が参加

を希望する場合においても、個別調整により柔軟に対応すること。 

（３）サービス仕様 

別紙１「音声テキスト化共同利用サービス仕様書」のとおり 

（４）参加団体 

別紙２「音声テキスト化共同利用サービス参加団体一覧」のとおり 

※今後、若干の増加の可能性あり 

（５）契約者 

各参加団体 
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４ 企画提案参加資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（２）物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（平成 30年埼玉県告示第 857号）

に基づき、業種区分「電子計算に関する業務」のＡ等級、Ｂ等級又はＣ等級に格付け

された者であること。 

（３）本件の公告日から提案書提出期限までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止

等の措置要綱（平成２１年３月３１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止措

置を受けていない者であること。 

（４）本件の公告日から提案書提出期限までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措

置要綱（平成２１年４月１日付け入審第９７号）に基づく入札参加除外措置を受けて

いない者であること。 

（５）本件業務について、仕様書の要求する事項を確実に履行できることを証明した者で

あること（様式３その他の資料による。）。 

（６）ＩＳＭＳ認証又はプライバシーマークの認定を受けている者であること。 

 

５ 企画提案競技参加申込 

企画提案競技への参加を希望する場合は、以下により、様式１「企画提案競技参加申

込書」を電子メールにより提出すること。 

（１）提出期限 

令和３年３月５日（金）午後 5時 

（２）提出先 

「９ 連絡先」まで 

※ 到達の確実を期するため、電子メール送信後、提出日のうちに電話で送付の旨連

絡すること。 

 

６ 質問事項の受付及び回答 

本件に関する質問がある場合は、以下により様式２「質問票」を電子メールにより提

出すること。なお、電話等による質問には簡易なものを除き応じない。 

（１）提出期限 

   令和３年３月９日（火）午後 5時 

（２）提出先 

「９ 連絡先」まで 

※ 到達の確実を期するため、電子メール送信後、提出日のうちに電話で送付の旨連

絡すること。 

（３）質問票への回答 

   令和３年３月 16日（火）までに電子メールにより回答するとともに、県のホームペ

ージに掲載する。 
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７ 企画提案書等の提出 

企画提案競技の参加者は、以下により、企画提案書等を作成し、電子メールにより提

出すること。 

（１）提案書の内容 

仕様書及び別紙３「提案評価項目」に基づき、具体的な提案を示すこと。また、章

立ては、別紙３「提案評価項目」に沿った並びにすること。 

（２）提案書の形式等 

図表等の資料を含め 30ページ以内（表紙、目次は除く）とし、日本語、横書きで記

載すること。表紙に「件名」、「社名」を記載すること。また、対応する別紙３「提

案評価項目」が分かるように、各ページに項目名を記載すること。 

（３）提出期限 

   令和３年３月 19日（金）午後 5時 

（４）提出先 

「９ 連絡先」まで 

※ 到達の確実を期するため、電子メール送信後、提出日のうちに電話で送付の旨連

絡すること。 

（５）その他 

  ア 提出できる提案は、1参加者につき 1件までとする。 

  イ 提案の実施に要する費用は、全て参加者の負担とする。 

  ウ 企画提案書等の提出後は、その内容を変更することはできない。 

 

８ 契約先候補者の選定方法 

  本件における契約先候補者については、以下の審査を経て選定する。 

（１）プレゼンテーション審査 

ア プレゼンテーションの内容は企画提案書に基づき、訴求したい点等について説明

を行うこと。 

イ プレゼンテーションの時間は20分程度、質疑の時間は20分程度を予定している。 

ウ プレゼンテーションの時間内で、提案するサービスの操作等のデモを実施して構

わない。 

エ プレゼンテーションに参加しない者については、契約先候補者には選定しないも

のとする。 

オ プレゼンテーション審査は、原則として、Web 会議によるオンラインで行うもの

とする。使用する Web 会議のツールは別途指定する。なお、Web 会議で接続できる

パソコン等の台数は３台以内とする。 

カ プレゼンテーションは、令和３年３月２５日（木）に実施する予定であるが、詳

細については、後日、通知する。 

（２）審査基準及び審査方法 

別紙２「提案評価項目」に基づき、参加団体で構成する審査委員会で審査を行う。 
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（３）審査結果の通知 

審査結果は、企画提案競技の全参加者に対して、３月２９日（月）を目途に電子メ

ールで通知する。なお、以下の項目に該当する場合は失格とし、その旨を通知するも

のとする。 

ア 仕様書記載の要件を満たしていない場合 

イ 「４ 企画提案競技資格」を満たしていない場合 

ウ 虚偽の記載など不正行為があったと認められた場合 

（４）選定方法の変更 

提案内容等を鑑み、書面による審査で足りると判断した場合は、プレゼンテーショ

ンによる審査ではなく書面審査に切り替えることがある。 

 

９ 連絡先 

埼玉県スマート自治体推進会議 ＡＩ等新技術検討専門部会事務局 

（埼玉県企画財政部改革推進課 ＡＩ推進担当） 

所 在 地：埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号（埼玉県庁本庁舎２階） 

担 当：上田、米山 

電話番号：０４８－８３０－２４４２（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ：０４８－８３０－４７１２ 

メ ー ル：a2440-11@pref.saitama.lg.jp 

 

10 実施スケジュール 

項目 日程 

公募開始 令和３年３月 ３日（水） 

参加申込期限 令和３年３月 ５日（金）午後５時 

質問提出期限 令和３年３月 ９日（火）午後５時 

質問に対する回答 令和３年３月１６日（火） 

企画提案書等の提出期限 令和３年３月１９日（金）午後５時 

プレゼンテーション審査（実施する場合） 令和３年３月２５日（木） 

審査結果の通知 令和３年３月２９日（月）予定 

 

 


